
船舶インシデント調査報告書 

令和５年２月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（推進器故障） 

発生日時 令和４年８月６日 ０７時１５分ごろ 

発生場所 沖縄県宮古島市真
ま
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漁港北北西方沖 
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沖防波堤灯台から真方位０５７°２.７海里付近 

 （概位 北緯２４°５０.６′ 東経１２５°１９.１′） 

インシデントの概要  プレジャーボート和
かず

丸は、航行中、プロペラが回転しなくなり、運

航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年９月１３日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 和丸、５トン未満（長さ３.６４ｍ） 

 ２９６－１６２１０沖縄、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.２ｍ、潮汐 低潮時 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、遊覧の目的で

航行中、速力が低下したので、船長が、船外機を一旦中立運転とし、

クラッチを前後進に入れてみたが、プロペラが回転せず、運航不能と

なった。 

本船は、同乗者が、海上保安庁に救助要請し、来援した付近の漁業

協同組合の漁船により真謝漁港にえい
．．

航された。 

 機関修理業者は、船外機を点検した結果、‘プロペラ軸とプロペラの

間に圧入されているゴム製のブッシュ’（以下「本件ブッシュ」という。）

が経年使用で摩耗してプロペラ軸との間隙が生じ、同軸が本件ブッシ

ュ内で滑っていることを認めたので、プロペラの新替えを行った。 

船長は、船外機を約３０年間使用しており、その間、本件ブッシュ

の点検や交換を行ったことがなかった。 

分析  本船は、遊覧の目的で航行中、経年使用されていた本件ブッシュの

摩耗が進行してプロペラ軸との間隙が生じたことから、同軸が本件ブ

ッシュ内で滑ってプロペラが回転しなくなり、運航不能となったもの

と推定される。 

原因  本インシデントは、本船が、遊覧の目的で航行中、経年使用されて

いた本件ブッシュの摩耗が進行してプロペラ軸との間隙が生じたため、

同軸が本件ブッシュ内で滑ってプロペラが回転しなくなったことによ

り発生したものと推定される。 



再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・定期的にプロペラ軸及びゴム製ブッシュの交換を行うこと。 

 


